
日本赤十字社における 
造血幹細胞バンク事業への取組みについて 

第36回造血幹細胞移植委員会 
 （H25.2.4） 資 料 ４ 



１．骨髄バンク登録者の受付状況について 

（ドナーリクルート） 
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国 民 ドナー 患者さん 

骨髄移植 
推進財団 

医療機関 日本赤十字社 
 骨髄データセンター 

国・地方自治体 

ドナーの検索 
依頼・選定 

患者さんの 
登録受付 

普及啓発 

骨髄バンクへの登録 白血病など 

登録 

登録受付 
ＨＬＡ検査 

コーディネート 
（連絡・調整） 

コーディネート
（連絡・調整） 

骨髄バンクの体系図 

入院 



（１）骨髄バンク（骨髄データセンター）事業の経緯 

平成３年：国からの依頼により日赤が協力事業として開始。 

平成４年：全国の血液センターに、骨髄データセンターを設置し、登

録受付業務及びＨＬＡ検査を開始。 

平成15年：すべての献血会場で登録受付を開始。 

平成17年：ＤＮＡ検査の導入。検査業務を、関東甲信越ブロック及び

近畿ブロック（現在）に集約。 

平成24年：広域事業運営体制に伴い、個人情報入力業務をブロック

センターに集約。 
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骨髄データセンター 
管理システム 

骨髄提供 
希望者 

骨髄移植推進財団 

・検索依頼、情報授受 

HLA検査施設（東京・大阪） 

・HLAタイピング 

ドナー候補者への 
コーディネート 

・システムの運用管理 

・適合者検索、適合者情報提供 

中央骨髄データセンター 
（血液事業本部） 

・検体採血 

地域骨髄データセンター 

 

・登録受付（152か所） ・登録者情報の入力・管理 

・検体保管管理 

ブロック骨髄データセンター 

 

（２）骨髄データセンター事業の運営体制 
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（３）登録者数の推移（年次集計） 



（４）骨髄バンク登録者受付窓口別比率 
（平成19年4月～24年12月） 



（５）骨髄バンク登録者受付窓口別比率 
平成23年度（平成23年4月～24年3月） 

日赤：98％ 

41,763人 
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２．ワンポイントアクセス 
（骨髄・臍帯血両バンク） 
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造血幹細胞情報 
一元管理 

臍帯血バンク 
管理システム 

骨髄バンク 
管理システム 

インター
ネット 

医療機関 

適合検索に必要な情報を逐次更新 

（１）造血幹細胞適合検索サービス（概要） 

同時検索可能 
 ・臍帯血 
 ・骨髄バンク 

日本赤十字社でシステムを管理 
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（２）造血幹細胞適合検索サービス トップ画面 

適合検索をクリックすることで次ページを
表示する。 



（３）患者情報入力画面 



（４）適合情報概略表示（適合本数表示） 



（５）適合臍帯血リスト表示 
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３．臍帯血バンク事業への取組み 
－血液事業の関連事業として－ 
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（１）臍帯血バンク事業の経緯 

平成６年： 臍帯血保存技術等の研究が行われ、日赤でも
一部の血液センターで、技術協力の一環として
臍帯血バンクが発足。 

平成10年：厚労省が「臍帯血移植検討会」を設置し、中間
まとめを発表。 

平成11年：国の主導により、「日本さい帯血バンクネットワ
ーク」が発足し、日赤が事務局業務に協力。 
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日赤以外 

各臍帯血バンク 

日 赤 

産科病院での採取・ 
調製・分離・保存・ 

供給 

（２）臍帯血バンクの組織 

国 
（厚生労働省） 

日本さい帯血バンクネットワーク 
（公的臍帯血バンク） 

事務局 
（日本赤十字社） 

ネットワークの庶務 
会計（予算、決算） 

連絡調整 

支援、指導、
監督 

さい帯血バンクネッ
トワークが法人格を

持たないため 
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平成24年4月1日より血液事業の関連事業として位置
付け、統一的な方針のもと事業を実施する。 
 

 ４カ所のブロック血液センターに臍帯血バンクを設置。 
  （北海道、関東甲信越、近畿、九州） 
 

国庫補助金及び臍帯血移植術の診療報酬の一部（管
理に係る費用）により事業を運営。 
※将来的な財源：診療報酬を主たる財源とした運営体
制の確保を図る必要がある。 

（３）日赤の臍帯血バンク事業への取組み 
（平成24年2月21日付血企第68号 さい帯血バンク事業の実施について） 
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臍帯血バンク（８バンク） 

日 赤 日赤以外 

日本赤十字社 
北海道さい帯血バンク 

東京臍帯血バンク 

日本赤十字社 
関東甲信越さい帯血バンク 

東海大学 
さい帯血バンク 

日本赤十字社 
近畿さい帯血バンク 

中部さい帯血バンク 
（旧東海臍帯血バンク） 

日本赤十字社 
九州さい帯血バンク 

兵庫さい帯血バンク 

臍帯血バンク（10バンク） 

日 赤 日赤以外 

北海道臍帯血バンク 
宮城さい帯血バンク 
（平成24年4月より 
 日赤に移管） 

東京都赤十字血液セ
ンター臍帯血バンク 

東京臍帯血バンク 

京阪さい帯血バンク 
東海大学 
さい帯血バンク 

中国四国臍帯血バンク 
（平成24年3月をもって
解散） 

東海臍帯血バンク 

福岡県赤十字血液セ
ンターさい帯血バンク 

兵庫さい帯血バンク 

（４）日本赤十字社臍帯血バンクの組織 
（平成24年４月～） 
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（５）各臍帯血バンクの保存公開数・供給数（平成24年） 
日 赤 日赤以外 

バンク名  
保 存 
公開数  

供給数 バンク名  
保 存 
公開数 

供給数 

北海道さい帯血バンク 2,310 60 
東 京 

臍帯血バンク 
6,969 154 

（宮城さい帯血バンク分：
内数） （608） (2) 

東海大学 
さい帯血バンク 

4,468 144 

関東甲信越さい帯血バンク 4,379 206 
中 部 

さい帯血バンク 
3,274 51 

（神奈川臍帯血バンク分：
内数） （1,318） (0) 

兵 庫 
さい帯血バンク 

3,711 139 

近畿さい帯血バンク 2,110 385 

九州さい帯血バンク 2,842 91 

（中国四国臍帯血バンク
分：内数） （666） （2） 

小 計 
11,641 
（38.7%） 

740 
（60.3%） 

小 計 
19,030
（61.3%） 

490 
（39.7%） 

   総  計： 30,063 （保存公開数）、 1,230（供給数）   

(日本さい帯血バンクネットワークホームページ等より作成、平成24年12月31日現在) 



４．品質向上のための取組み 
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臍帯血バンク事業者 
（ブロック血液センター） 

 

（１）日本赤十字社 臍帯血バンク組織体制 

臍帯血調製・保存部門 臍帯血品質部門 

臍帯血バンク所長 
（臍帯血バンク管理者） 

調製保存部門 
責任者 

臍帯血安全委員会 
（委員長：所長） 

品質部門 
責任者 報 告 移

植
医
療
機
関 

採
取
医
療
機
関 

臍帯血バンク内での 
内部監視体制強化 
（品質管理⇔保存調製） 

提供責任者 採取推進責任者 
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ランクA（総則） 

（２）日本赤十字社 臍帯血バンク事業関連文書 

ランクC（手順書） 

ランクB（基準書） 

・臍帯血衛生管理基準書 

・臍帯血調製保存基準書 

・臍帯血品質管理基準書 

・臍帯血提供管理基準書 

・臍帯血原料・資材基準書 

・衛生管理 
・原料・資材管理 
・構造設備・機器管理 
・バリデーション手順書 
・保管機器管理 

・臍帯血・母体血検体・書類受入 
・調製保存管理 
・減損・転用管理 
・造血細胞関連検査 
・HLA・血液型同定／感染症関連
検査管理 
・臍帯血関連情報管理 
・公開登録管理 

・さい帯血バンク事業管理総則 

・提供管理 
・移植後調査管理 
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５．支援機関業務の概要 
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骨髄データセン
ター業務 

 
 

 
 
 

さい帯血バンク 
業務 

   
 

 
 

造血幹細胞事業に係る 
支援業務［新］ 

 

日赤における造血幹細胞事業の概要 

日本赤十字社 



（法 第45条） 

第1号業務 

  移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある
者の登録その他造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提
供あっせん事業及び臍帯血供給事業に必要な協力を行うこと。 

第2号業務 

  造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業
及び臍帯血供給事業について、必要な連絡調整を行うこと。 

第3号業務 

  第1号の登録をした者に係る移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹
細胞に関する情報並びに第34条の規定により臍帯血供給事業者から提供
された移植に用いる臍帯血に関する情報を一元的に管理し、並びにこれら
の情報を造血幹細胞移植を行おうとする医師その他の移植に用いる造血幹
細胞を必要とする者に提供すること。 

第4号業務 

  移植に用いる造血幹細胞の提供に関する普及啓発を行うこと。 

造血幹細胞提供支援機関の業務 
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造血幹細胞提供支援機関として 

27 

日本赤十字社としてのこれまで 

 ・骨髄データセンターとして日本骨髄バンク事業に協力。 

 ・日本さい帯血バンクネットワーク事務局業務への協力。 

 ・造血幹細胞の適合情報の提供（適合検索サービス）。 

 ・臍帯血バンク事業を血液事業の関連事業とした。 

 ・移植用臍帯血の品質管理体制の強化を行った。 

支援機関として 

 ・これまで行って来た業務について、継続的に協力する。 

 ・「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業」及び「臍帯血供給事
業」との必要な協力を行う。 

 ・移植用臍帯血の更なる品質向上を図る。 
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